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１ 趣旨 

 (1) 組踊をはじめとする沖縄伝統芸能を学校教育に取り入れることによって、 

  児童生徒に郷土芸能への理解と関心を深めさせ、「心の教育」に寄与する。 

 (2) 組踊をはじめとする沖縄伝統芸能の県内への普及・啓発の基盤づくり、演 

  目研究及び若手実演家に表現活動の機会を確保することにより後継者の育成 

  を図る。 

 (3) 国立劇場おきなわの支援・活用を図る。 

 

２ 内容 

 (1) 公演・ワークショップの演目は、組踊をはじめとする沖縄伝統芸能とする。 

 (2) 公演・ワークショップ開催にあたっては、参加者の年齢等に配慮し、わか

りやすい解説を挿入するなどの工夫をする。 

 (3) 公演・ワークショップ実施団体は、若手実演家を中心とした団体とする。 

 

３ 主催者 沖縄県教育委員会、及び対象校の所属する市町村教育委員会とする。 

 

４ 会場  原則として開催校の会場（体育館等）を使用する。 

 

５ 開催の時期 

  県教育委員会及び実演団体が、対象校や所管の市町村教育委員会と協議して 

 決定する。 

 

６ 参加料 無料とする。 

 

７ 参加者の資格 原則として、対象校の児童・生徒及び保護者とする。 

 

８ 経費の負担区分 

 (1) 沖縄県教育委員会は、公演費、派遣費及び解説書作成費を負担する。 

 (2) 学校側は、上記(1)以外の必要な経費を負担する。 

 

９ その他必要な事項については、沖縄県教育委員会、公演団体、対象校及び所

管の市町村教育委員会が協議して定める。 


